
○大府市耐震シェルター整備費補助金交付要綱 
 
（目的等） 

第１条 この要綱は、市内に存する木造住宅に耐震シェルターを整備する者に対し、予算の範囲

内において補助金を交付することにより、地震による当該住宅の倒壊から居住者の生命を守る

ことを目的とする。 
２ 補助金の交付については、大府市補助金等交付規則（昭和４６年大府市規則第７号）の定め

によるほか、この要綱の定めるところによる。 
（定義） 

第２条 この要綱において、「耐震シェルター」とは、地震発生時に居住している住宅の倒壊から

生命を守るための装置であり、住宅の一部に耐震性の高い空間を確保するもので市長の認める

ものをいう。 
（補助対象建築物） 

第３条 大府市耐震シェルター整備費補助金（以下「補助金」という。）の交付の対象となる建築

物（以下「対象住宅」という。）は、次の各号のいずれにも該当するものとする。 
 ⑴ 大府市民間木造住宅耐震改修費補助金交付要綱（以下「改修要綱」という。）第２条第１号

に規定する旧基準木造住宅であること。 
 ⑵ 改修要綱第２条第２号に規定する診断結果の判定値が０．４以下であること。 
 ⑶ ６５歳以上の者又は改修要綱第２条第６号アからエに該当する者（以下「障がい者」とい

う。）が居住していること。 
（補助対象者） 

第４条 補助金の交付の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。 
⑴ 市内に住所を有する者であること。 
⑵ 対象住宅の所有者又は居住者（現にその建物に居住する者で所有者の同意を得られるもの

に限る。）であること。 
⑶ 市税を滞納していない者であること。 
⑷ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号

に規定する暴力団員でないこと。 
⑸ 改修要綱第７条に基づく耐震改修工事の補助金の交付決定を受けていない者であること。 
（補助対象経費） 

第５条 補助の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、対象住宅に整備する耐震シェ

ルターの購入、運搬及び設置（設置に伴う床下工事等の附帯工事を含む。）に要する費用とする。 
 （補助の制限） 
第６条 補助の対象となる耐震シェルターの基数は、対象住宅１戸当たり１基とする。 
（補助金の額） 

第７条 補助金の額は、補助対象経費の額とする。ただし、補助金の額に１,０００円未満の端数

があるときはこれを切り捨てて得た額とする。 
２ 前項の補助金の額は、３０万円を超える場合にあっては、前項の規定にかかわらず、３０万



円とする。 
（交付申請） 

第８条 補助金の交付を申請しようとする者（以下「申請者」という。）は、耐震シェルターを整

備する前に、大府市耐震シェルター整備費補助金交付申請書（第１号様式。以下「申請書」と

いう。）に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 
⑴ 木造住宅耐震診断結果報告書の写し 
⑵ 耐震シェルター整備費見積書の写し 

⑶ 案内図 

⑷ 平面図（耐震シェルターの設計図を含む。） 

⑸ 整備予定場所の写真 

⑹ 障がい者の居住する世帯については、障害者手帳その他の障がいの程度を証する書類の写

し 
⑺ 申請者と対象住宅の所有者が異なる場合、耐震シェルターを整備することについて、住宅

所有者が承諾していることを確認できる書類 
⑻ その他市長が必要と認める書類 

２ 申請書は、申請する年度の１２月２８日まで（大府市の休日を定める条例（平成元年大府市

条例第３１号）第１条第１項に規定する市の休日（以下「休日」という。）を除く。）に提出し

なければならない。 
（交付決定） 

第９条 市長は、前条の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認

めたときは、補助金の交付を決定し、その旨を申請者に大府市耐震シェルター整備費補助金交

付決定通知書（第２号様式）により通知するものとする。 
２ 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を通知する場合において、必要がある場合は

当該補助金の交付について条件を付すことができる。 
（補助事業の変更） 

第１０条 補助金の交付決定を受けた申請者（以下「補助決定者」という。）は、補助金の交付決

定を受けた後に次の各号のいずれかに該当する変更をしようとする場合は、あらかじめ、大府

市耐震シェルター整備費補助金変更交付申請書（第３号様式。以下「変更交付申請書」という。）

に次項に定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。 
⑴ 補助金の交付決定の対象となった耐震シェルター設置箇所又は仕様の変更（軽微なものは除

く。） 
⑵ 交付決定を受けた補助金の額の変更 

２ 前項の書類は、次のとおりとする。 
⑴ 変更内容を表した書類 
⑵ 変更後の耐震シェルター整備費見積書の写し 

⑶ その他市長が必要と認める書類 
３ 前条の規定は、変更交付申請書を受理した場合に準用する。 
（補助事業の中止） 

第１１条 補助決定者は、補助金の交付決定後において、補助事業を中止しようとする場合は、



補助金の交付決定があった日の属する年度の１月３１日まで（休日を除く。）に、大府市耐震シ

ェルター整備費補助事業における事業の中止届出書（第４号様式）を、市長に提出しなければ

ならない。 
（完了実績報告等） 

第１２条 補助決定者は、補助事業が完了したときは、補助事業完了の日から起算して３０日を

経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の２月２８日のいずれか早い日まで

（休日を除く。）に、大府市耐震シェルター整備費補助事業完了実績報告書（第５号様式。以下

「完了実績報告書」という。）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 
⑴ 耐震シェルターの整備に係る契約書の写し 
⑵ 耐震シェルターの整備に係る領収書の写し（施工業者が発行したものに限る。） 

⑶ 耐震シェルターの設置の着手前、施行状況及び完了後の写真 

⑷ その他市長が必要と認める書類 
２ 市長は、完了実績報告書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、

大府市耐震シェルター整備費補助事業における審査結果通知書（第６号様式。以下「審査結果通

知」という。）により補助決定者に通知するものとする。 
（完了検査） 

第１３条 市長は、完了実績報告書の提出があったときは、補助事業の完了の検査（以下「完了

検査」という。）をすることができる。 
 （不備事項の改善） 
第１４条 市長は、完了実績報告書及び添付資料又は完了検査により補助事業に不備が判明した

ときは、不備事項の改善を行う期限（以下「不備事項改善期限」という。）を定めたうえで、大

府市耐震シェルター整備費補助事業における検査結果不備事項通知書（第７号様式。以下「不

備事項通知書」という。）により申請者に通知するものとする。 
２ 申請者は、不備事項通知書を受け取ったときは、不備事項改善期限までに不備事項を改善し、

市長にその旨を報告しなければならない。 
３ 市長は、前項の報告があった場合は、当該報告又は改善の検査により、改善の内容を審査し、

適当と認めたときは、審査結果通知書により補助決定者に通知するものとする。 
（補助金の請求及び交付） 

第１５条 補助決定者は、審査結果通知を受け取った日から起算して１０日以内に請求書（第８

号様式）を市長に提出するものとする。 
２ 市長は、前項の請求書に基づき、補助決定者に対し補助金を交付するものとする。 
（交付決定の取消し及び補助金の返還） 

第１６条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の

交付決定を取り消し、既に交付した補助金があるときは、補助金の返還を命ずるものとする。 
⑴ 虚偽の申請その他不正の行為により、補助金の交付決定を受けたとき。 
⑵ 補助金の交付決定内容、これに付した条件その他法令又はこの要綱に違反したとき。 
⑶ 第１２条第１項に定める期日までに、完了実績報告書が提出されなかったとき。 
⑷ 不備事項通知書による通知をした場合において、不備事項改善期限までに、不備事項の改善

の報告がされないとき又は改善の内容が適当でないとき。 



⑸ その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。 
（書類の保管） 

第１７条 補助決定者は、補助事業に関する書類を整理し、当該補助事業の完了後５年間保管す

るものとする。 
（委任） 

第１８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 
 

附 則 

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

 


